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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第3四半期 173,569 △6.4 1,392 218.5 4,298 △10.5 3,940 126.8
26年3月期第3四半期 185,506 26.2 437 ― 4,800 ― 1,737 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 13,624百万円 （76.1％） 26年3月期第3四半期 7,737百万円 （827.6％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

27年3月期第3四半期 115.50 ―
26年3月期第3四半期 50.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 186,974 130,588 69.2
26年3月期 181,341 117,684 64.2
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 129,401百万円 26年3月期 116,509百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
  27年３月期の配当予想額については未定であります。なお、当社の配当方針には変更はございません。昨今の為替相場の変動が連結純資産の変動に与え
る影響が大きいことから、開示が可能になった時点で公表いたします。 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

26年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
27年3月期 ― 0.00 ―
27年3月期（予想） ― ―

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 203,000 △13.3 500 ― 1,400 ― 900 ― 26.38



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件
及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご覧ください。 
２．当社は、平成27年２月２日（月）にアナリスト・投資家向けカンファレンス・コールを開催する予定であります。このカンファレンス・コールで使用する資料は終
了後速やかに当社ホームページに掲載する予定であります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 36,130,796 株 26年3月期 36,130,796 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 2,011,615 株 26年3月期 2,011,615 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 34,119,181 株 26年3月期3Q 34,119,181 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における当社の主要市場である米国は、個人消費や住宅市場の好調に加え、雇用情勢

も底堅く推移したことから景気回復が続きました。欧州では、ウクライナ情勢の悪化と原油価格急落によるロシア

経済の低迷やギリシャ政局不安による債務危機再燃の影響から景気は足踏み状態が続き、中国も住宅市場の悪化な

どから景気減速がみられました。わが国におきましては、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動に加え天候不順の

影響から景気回復ペースは緩慢な動きとなりました。

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の売上高は173,569百万円（前年同四半期比6.4％減）となり、利

益面につきましては、営業利益は1,392百万円（前年同四半期比218.5％増）、経常利益は4,298百万円（前年同四

半期比10.5％減）、四半期純利益は3,940百万円（前年同四半期比126.8％増）となりました。

当社グループでは、主力製品である液晶テレビやＤＶＤ関連製品など売上高の減少はみられますが、在庫管理の

徹底やオーディオアクセサリーの売れ筋商品への品目数絞り込みによる効率化などに取り組んだことから収益の改

善傾向がみられました。

所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。

① 日本

ＢＤ関連製品の増収はあったものの、プリンター、ＤＶＤ関連製品及び液晶テレビは減収となりました。この

結果、売上高は34,153百万円（前年同四半期比17.2％減）となり、セグメント損失（営業損失）は521百万円

（前年同四半期は1,540百万円のセグメント利益（営業利益）)となりました。

② 米州

液晶テレビは、大型化に加え年末商戦は好調に推移したものの、ＤＶＤ一体型テレビの落ち込みにより減収と

なりました。ＤＶＤ及びＢＤ関連製品は市場の縮小により販売が落ち込み、オーディオアクセサリーも品目数絞

り込みにより若干の減収となりました。この結果、売上高は133,090百万円（前年同四半期比3.7％減）となりま

したが、在庫管理の徹底などが奏功し、セグメント利益（営業利益）は2,136百万円（前年同四半期は723百万円

のセグメント損失（営業損失））となりました。

（注）第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称を従来の「北米」から「米州」に変更しておりま

す。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。

③ アジア

インクカートリッジなどの増収により、売上高は3,876百万円（前年同四半期比9.3％増）となりましたが、セ

グメント利益（営業利益）は43百万円（前年同四半期比92.1％減）となりました。

④ 欧州

インクカートリッジやＤＶＤ関連製品は増収となったものの、液晶テレビは低迷が続きました。この結果、売

上高は2,447百万円（前年同四半期比0.3％減）、セグメント損失（営業損失）は75百万円（前年同四半期は358

百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。 

機器別の売上高は次のとおりであります。 

① 映像機器 

映像機器では、液晶テレビは前年同四半期比で減収となり、ＤＶＤ関連製品も市場の縮小から減収となりまし

た。この結果、当該機器の売上高は138,523百万円（前年同四半期比4.9％減）となりました。 

② 情報機器

情報機器では、インクカートリッジの増収はあったものの、プリンターの減収により、売上高は11,304百万円

（前年同四半期比23.7％減）となりました。 

③ その他

上記機器以外では、受信関連用電子機器及びオーディオアクセサリーなどが減収となり、売上高は23,740百万

円（前年同四半期比5.1％減）となりました。 
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（２）連結財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は下記のとおりであります。

資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて5,633百万円増加いたしました。その主なものは、現金及

び預金が11,445百万円、受取手形及び売掛金が5,483百万円増加し、商品及び製品が5,178百万円、原材料及び貯蔵

品が6,480百万円減少したことなどによるものであります。

負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて7,271百万円減少いたしました。その主なものは、短期借

入金が1,112百万円、流動負債のその他に含まれている未払金が3,982百万円増加したものの、支払手形及び買掛金

が12,533百万円減少したことなどによるものであります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて12,904百万円増加いたしました。その主なものは、利益

剰余金が3,230百万円、為替換算調整勘定が9,540百万円増加したことなどによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月４日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

（注）業績予想は、現時点で入手した情報に基づき判断したものでリスクや不確実性を含んでおります。主要市場

である米国をはじめ、海外の経済情勢の変化や製品価格及び為替の急激な変動などにより実際の業績は見通

しと異なることがあります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、退職給

付の見込支払日までの平均期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が934百万円、退職給付に係る負債が200百万

円それぞれ増加するとともに、利益剰余金が483百万円増加し、少数株主持分が11百万円減少しております。な

お、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

（３）追加情報

（タックスヘイブン対策税制について）

 当社は、平成23年６月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を

満たしていないとの判断により、平成20年３月期から平成22年３月期の３年間について当社の香港子会社の所得を

当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、

平成23年８月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年７月18日、当社の請求を棄却する旨の

裁決書を受領いたしました。当社といたしましては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないた

め、平成25年１月17日、東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起いたしました。

 追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円（附帯税を含め935百万円）であります。これについて

は、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報

告第63号）に従い、平成24年３月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

 また、税務調査が終了した年度の翌連結会計年度である平成23年３月期から当該税制を適用した場合の影響額を

費用処理しております。 

船井電機㈱（6839）平成27年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 49,167 60,613 

受取手形及び売掛金 37,681 43,165 

商品及び製品 31,665 26,487 

仕掛品 1,182 1,355 

原材料及び貯蔵品 16,427 9,946 

その他 8,126 8,469 

貸倒引当金 △210 △440 

流動資産合計 144,041 149,599 

固定資産    

有形固定資産 21,905 22,875 

無形固定資産 6,574 6,256 

投資その他の資産    

退職給付に係る資産 335 1,258 

その他 8,780 7,260 

貸倒引当金 △296 △275 

投資その他の資産合計 8,819 8,243 

固定資産合計 37,300 37,375 

資産合計 181,341 186,974 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 32,942 20,408 

短期借入金 4,526 5,639 

未払法人税等 414 366 

引当金 1,312 1,207 

その他 14,497 17,840 

流動負債合計 53,692 45,462 

固定負債    

長期借入金 6,121 6,777 

引当金 1,088 1,085 

退職給付に係る負債 775 873 

その他 1,979 2,187 

固定負債合計 9,964 10,923 

負債合計 63,656 56,385 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 31,307 31,307 

資本剰余金 33,272 33,272 

利益剰余金 93,196 96,426 

自己株式 △24,341 △24,341 

株主資本合計 133,435 136,665 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 672 771 

為替換算調整勘定 △17,495 △7,954 

退職給付に係る調整累計額 △103 △80 

その他の包括利益累計額合計 △16,925 △7,263 

新株予約権 132 139 

少数株主持分 1,042 1,048 

純資産合計 117,684 130,588 

負債純資産合計 181,341 186,974 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 185,506 173,569 

売上原価 156,884 143,307 

売上総利益 28,622 30,262 

販売費及び一般管理費 28,184 28,869 

営業利益 437 1,392 

営業外収益    

受取利息 95 130 

受取配当金 39 107 

為替差益 4,776 2,763 

その他 112 409 

営業外収益合計 5,023 3,410 

営業外費用    

支払利息 146 133 

持分法による投資損失 89 139 

支払補償費 300 － 

その他 124 231 

営業外費用合計 660 504 

経常利益 4,800 4,298 

特別利益    

固定資産売却益 0 49 

関係会社株式売却益 － 134 

負ののれん発生益 8 － 

その他 0 12 

特別利益合計 9 196 

特別損失    

固定資産処分損 81 18 

事業構造改善費用 ※１ 1,297 － 

アドバイザリー費用 ※２ 1,166 － 

その他 142 － 

特別損失合計 2,689 18 

税金等調整前四半期純利益 2,120 4,477 

法人税等 356 522 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,763 3,955 

少数株主利益 25 14 

四半期純利益 1,737 3,940 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,763 3,955 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 260 101 

為替換算調整勘定 5,525 9,541 

退職給付に係る調整額 － 26 

在外会社の退職給付債務等調整額 148 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 39 △0 

その他の包括利益合計 5,974 9,668 

四半期包括利益 7,737 13,624 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 7,709 13,603 

少数株主に係る四半期包括利益 28 21 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間（平成26年12月31日）

偶発債務 

（仲裁） 

当社は、平成25年１月29日に、Koninklijke Philips N.V.（以下、「PHILIPS」といいます。）のライフスタ

イル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式を、PHILIPSより取得することを決定し、同日、株式売

買契約を締結いたしましたが、同年10月25日付けで、PHILIPSより、当社の契約不履行を理由とする損害等の賠

償の請求について仲裁の申立てを受け、同年11月８日に国際商業会議所より同仲裁申立書の送達を受けました。 

これに対し当社は、当社に契約不履行はないと認識しており、PHILIPSの契約違反及び不当な行為に対して損

害賠償を請求する反対請求を平成25年12月６日に国際商業会議所に申立ていたしました。 

平成26年５月20日にPHILIPSより当社に対する損害賠償請求金額の提示があり、平成26年10月１日に当社の

PHILIPSに対する損害賠償請求金額の提示等を内容とする主張書面を国際商業会議所に提出いたしました。 

その後、平成26年12月24日に受領したPHILIPSの反論書面におきまして、PHILIPSからの損害賠償請求金額の変

更がありました。 

当該仲裁手続の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、当第３四半期連結会

計期間末ではその影響を合理的に見積ることが困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響

は明らかではありません。 

当社が受けた仲裁申立て及び当社による反対請求申立ての概要は以下のとおりであります。 

１. 当社が受けた仲裁の申立ての概要 

(1) 仲裁の申立てが行われた機関及び年月日 

①仲裁の申立てが行われた機関 ：国際商業会議所 

②仲裁の申立てが行われた年月日：平成25年10月25日 

 

(2) 仲裁の申立てを行った者 

①名       称：Koninklijke Philips N.V. 

②所   在   地：Eindhoven, The Netherlands 

③代表者の役職、氏名：Chief Executive Officer Frans van Houten 

 

(3) 申立ての内容及び損害賠償請求額 

①申立ての内容 

当社の契約不履行に基づく損害等の賠償の請求 

②請求額 

189.6百万ユーロ（平成26年５月20日にPHILIPSから提示された171.8百万ユーロからの変更後の金額）、

法定利息及び仲裁費用 

 

２. 当社による反対請求申立ての概要 

(1) 反対請求の申立てを行った機関及び年月日 

①反対請求の申立てを行った機関 ：国際商業会議所 

②反対請求の申立てを行った年月日：平成25年12月６日 

 

(2) 反対請求申立ての相手 

①名       称：Koninklijke Philips N.V. 

②所   在   地：Eindhoven, The Netherlands 

③代表者の役職、氏名：Chief Executive Officer Frans van Houten 
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(3) 申立ての内容及び損害賠償請求額 

①申立ての内容 

PHILIPSの契約違反及び不当な行為に対する損害等の賠償の請求 

②請求額 

312.3百万ユーロ、法人税相当分、約定利息及び仲裁費用 

なお、上記の株式売買契約の概要は以下のとおりであります。 

１．相手企業の名称及び取得する事業の内容 

(1) 相手企業の名称  ：Koninklijke Philips N.V. 

(2) 取得する事業の内容：ライフスタイル・エンターテイメント事業 

（注）ライフスタイル・エンターテイメント事業は、PHILIPSブランドのオーディオ・ビデオ・マルチメディ

ア製品、ホームコミュニケーション製品、アクセサリー製品の開発・設計、販売及び一部製造を行って

おります。 

 

２．株式取得の理由 

PHILIPSよりライフスタイル・エンターテイメント事業を承継することにより、当社グループの取扱製品群

の拡充と欧州の先進国に加えアジアや南米などの新興国を含めた販売地域の拡大が可能となるため、当社グル

ープの今後のビジネスを永続的に成長させるものであると考え、株式を取得することにしたものであります。 

 

３．取得価額及び取得後の持分比率 

株式の取得価額は150百万ユーロ、取得後の持分比率は100％であります。 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．事業構造改善費用 

前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

事業構造改善費用は主として、海外におけるＬＥＤ事業の縮小に伴い発生した費用であり、主な内容は、たな卸

資産評価損238百万円、関係会社株式評価損646百万円及び減損損失389百万円であります。 

※２．アドバイザリー費用 

前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

アドバイザリー費用は、予定されていたKoninklijke Philips N.V.（以下、「PHILIPS」といいます。）のライ

フスタイル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式取得において、取得の対価性が認められる外部のア

ドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等であるところ、当該株式取得案件についてPHILIPSが株式譲渡契約

を解除したこと及び国際商業会議所へ仲裁を申立てたこと、また、それに対して当社が反対請求の申立てを行った

ことに伴い費用処理したものであります。 

船井電機㈱（6839）平成27年３月期　第３四半期決算短信

- 9 -



（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１. 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２.   日本 米州 アジア 欧州 計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高 41,238 138,263 3,548 2,456 185,506 － 185,506 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
109,376 0 116,927 0 226,304 (226,304) － 

計 150,615 138,263 120,475 2,456 411,811 (226,304) 185,506 

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
1,540 △723 551 △358 1,010 (573) 437 

（注）１．セグメント利益の調整額△573百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△612百万円及び棚卸資産の調整額24百万円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「アジア」セグメントにおいて、事業構造改善の一環としてＬＥＤ事業の縮小を実施したことから、当該

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として事業構造改善費用に含めて特別損失に計上して

おります。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては389百万円であります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１. 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２.   日本 米州 アジア 欧州 計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高 34,153 133,090 3,876 2,447 173,569 － 173,569 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
99,832 703 106,746 － 207,282 (207,282) － 

計 133,986 133,794 110,623 2,447 380,852 (207,282) 173,569 

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
△521 2,136 43 △75 1,583 (190) 1,392 

（注）１．セグメント利益の調整額△190百万円には、セグメント間取引消去△５百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△556百万円及び棚卸資産の調整額371百万円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

船井電機㈱（6839）平成27年３月期　第３四半期決算短信

- 10 -



２．報告セグメントの変更等に関する事項

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と

いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17

日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本

文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を

見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の

決定方法についても、退職給付の見込支払日までの平均期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間

及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。

（報告セグメントの名称変更）

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称を従来の「北米」から「米州」に変更しておりま

す。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前第３四半期連結

累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。 
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